
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
鉄
道
施
設
条
例
施
行
規
則

一

○
福
島
県
鉄
道
施
設
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

七

訓

令

○
職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

七

福
島
県
人
事
委
員
会

○
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

七

○
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

七

規

則

福
島
県
鉄
道
施
設
条
例
施
行
規
則
及
び
福
島
県
鉄
道
施
設
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
四
十
一
号

福
島
県
鉄
道
施
設
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
福
島
県
鉄
道
施
設
条
例
（
令
和
四
年
福
島
県
条
例
第
八
号
。
以
下
「
条
例
」

と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
許
可
の
手
続
）

第
二
条

条
例
第
三
条
第
一
項
の
使
用
者
（
以
下
単
に
「
使
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
同
項
の
使
用
の

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
使
用
許
可
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
使
用
許
可
通
知
書
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
使
用
者
に

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
料
の
算
定
）

第
三
条

知
事
は
、
運
行
実
績
（
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
運
行
実
績
を
い
う
。
）
に
基
づ

き
、
年
度
ご
と
に
使
用
料
（
条
例
第
四
条
第
一
項
に
定
め
る
使
用
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
算

定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
を
定
め
た
と
き
は
、
使
用
料
決
定
通
知
書
（
様
式
第
三
号
）

に
よ
り
使
用
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
使
用
料
に
つ
い
て
、
同
一
年
度
中
に
使
用
者
か
ら
申

し
出
が
あ
り
、
こ
れ
に
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料
を
改
め
て
算
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

４

第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
を
改
め
て
算
定
し
た
場
合
に
準
用
す
る
。

（
使
用
料
の
減
免
の
手
続
）

第
四
条

条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除
（
以
下
「
減
免
」
と

い
う
。
）
は
、
鉄
道
施
設
等
に
係
る
使
用
者
の
支
出
と
し
て
知
事
が
相
当
と
認
め
た
額
（
前
条
の
規

定
に
よ
り
算
定
し
た
使
用
料
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
単
に
「
支
出
額
」
と
い
う
。
）
が
、
鉄
道
施

設
等
に
係
る
使
用
者
の
収
入
と
し
て
知
事
が
相
当
と
認
め
た
額
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
収
入
額
」

と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

使
用
料
の
減
免
は
、
使
用
料
の
額
又
は
支
出
額
と
収
入
額
の
差
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
を
上
限

と
す
る
。

３

使
用
者
は
、
使
用
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
年
度
ご
と
に
使
用
料
減
免
申
請
書
（
様

式
第
四
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
減
免
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
減
免
の
可
否
を
決
定
し
、
使

用
料
減
免
決
定
通
知
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
使
用
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
）

第
五
条

使
用
者
は
、
鉄
道
施
設
等
に
係
る
年
度
ご
と
の
運
行
及
び
収
支
の
実
績
を
、
翌
年
度
の
知
事

が
指
定
す
る
日
ま
で
に
書
面
に
よ
り
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
鉄
道
施
設
等
の
使
用
の
許
可
に
関
し
必
要
な
行
為
は
、
こ
の
規
則
の
施
行

の
日
前
に
お
い
て
も
、
同
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
使
用
料
算
定
の
特
例
）

３

令
和
四
年
度
及
び
令
和
五
年
度
の
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
只
見
線
（
条
例
第
二
条
に
定
め
る
区
間
に
限
る
。
）
の
運
行
実
績
（
東

日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
に
よ
る
運
行
実
績
を
い
う
。
）
に
基
づ
い
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
生
活
交
通
課
只
見
線
再
開
準
備
室
）

福
島
県
規
則
第
四
十
二
号

福
島
県
鉄
道
施
設
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

福
島
県
鉄
道
施
設
条
例
（
令
和
四
年
福
島
県
条
例
第
八
号
）
の
施
行
期
日
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日

と
す
る
。

（
生
活
交
通
課
只
見
線
再
開
準
備
室
）

訓

令

福
島
県
訓
令
第
十
六
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
環
境
放
射

別
表
中
「
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
環
境
放
射
線
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を

只
見
線
管
理
事
務
所
長

線
セ
ン
タ
ー
所
長

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人

事

課
）

福
島
県
人
事
委
員
会

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

齋

藤

記

子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
環

別
表
第
二
知
事
の
事
務
部
局
の
部
出
先
機
関
の
項
中
「
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
福
島
支
所
長
」
を

只

境
創
造
セ
ン
タ
ー
福
島
支
所
長

に
改
め
る
。

見
線
管
理
事
務
所
長

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
採
用
給
与
課
）

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

齋

藤

記

子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
中
「
地
方
振
興
局
」
の
下
に
「
、
只
見
線
管
理
事
務
所
」
を

加
え
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
採
用
給
与
課
）


